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お取引先各位 
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機能化学事業本部 ファインケミカルズ事業部 

 

 安衛法・表示・通知対象義務物質の SDS への記載のお知らせ  

 

拝啓、貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

さて、弊社製品アクアミクロン®の一部の原料に安定剤としてエタノールが含まれており、製品中の含有量が、当

物質の労働安全衛生法の表示義務及び文書交付義務の据切値(どちらも 0.1%)を超えていることが過日判

明しました。 

これに伴いまして、SDSを下記の通り改訂いたしますことをご連絡申し上げます。なお、本変更はSDSへの表記

変更であり、製品品質等の変更はございません。  

敬具 

 

記 

１． 対象製品 

アクアミクロン® AS 

アクアミクロン® 脱水溶剤 OLⅡ 

アクアミクロン® 脱水溶剤 CM 

 

２． 変更内容      

「３．組成及び成分情報」の成分表にエタノールを追記 

「１５．適用法令」に、表示義務対象物質、文書交付義務対象物質を追記 

詳細は改訂後の SDS を参照願います。 

 

・HP 掲載:2021 年 1 月 29 日以降発行分  

 

３． 本件に関するお問い合わせ先 

三菱ケミカル株式会社 

高機能化学部門 機能化学事業本部 ファインケミカルズ事業部 アクアミクロン担当 

Tel: 050-3137-4859   

 

 

  


